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会  議  録 

年 月 日 令和３年５月２４日（月） 

開会時刻 午後１時５６分 閉会時刻 午後３時０３分 

開催場所 条里南庁舎 会議室 

出席委員 加賀谷 長吉、二階堂 衛、今仲 和代、佐々木 雅子 

出 席 者 教育長      伊藤 孝俊 

教育総務部長   木村 雅美 

教育指導部長   岩野 玲子 

教育総務部次長  菊地 浩昭 

生涯学習課長   横井 朗 

スポーツ振興課長 加藤 貞純 

文化財保護課長  佐藤 孝之 

図書館課長    髙橋 秀明 

教育指導課長   西村 直崇 

学校教育課長   川津 久和 

学校給食課長   岩瀬 司 

会議書記 

教育総務課上席副主幹 樽川 朝美 

教育総務課副主幹   大友 幸憲 

教育総務課主査    最上 拓弥 

 

付議案件 

 日程第１ 議案第１６号 令和３年度横手市一般会計補正予算（第４号）に  

関する意見の申出について 

   日程第２ 議案第１７号 財産の取得に関する意見の申出について 

  日程第３ 承認第 ５号 横手市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

  日程第４ 承認第 ６号 横手市スポーツ奨励員の委嘱について 

  日程第５ 承認第 ７号 横手市学校評議員の委嘱について 

  日程第６ 承認第 ８号 横手市学校給食センター運営委員会委員の委嘱に

ついて 

   日程第７ 承認第 ９号 令和３年度横手市一般会計補正予算（第２号）に

関する意見の申出について 
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≪会議要旨≫ 

 

伊藤教育長  それでは、ただ今より令和３年５月定例教育委員会を開催いた

します。 

会議録署名委員は、３番今仲委員と４番佐々木委員にお願いし

ます。参与は、お集まりの部長、次長、課長、書記は教育総務課

担当にお願いします。 

それでは３の教育長報告に入ります。４月１９日から５月２３

日までの主な参加行事についてご報告いたします。 

４月１９日、政策会議及び定例の教育委員会が開催されました。

４月２４日、十文字小学校開校式典が開催され、教育委員の皆様

には新しい十文字小学校の内覧もしていただきました。４月２６

日、臨時の横手市議会が開催されております。４月２７日は教頭

会の総会が開催され、翌日２８日には公民館長会、校長会総会が

あり、参加してまいりました。この校長会と教頭会では、今年度、

学校にお願いしたい事業等についてお話をしてきたところです。

４月３０日、Ｙ８サミット連絡協議会が開かれています。 

５月に入りまして、１１日から１４日まで校長・教頭面談を行

っております。それぞれの目標をお聞きしながら、今年度の学校

経営についてお話をさせていただきました。１４日と１７日には

政策会議に参加しております。５月２０日には、３年ぶりに、春

の県南の教育長会議が開催され、７市町村から参加がありました。

この中ではＧＩＧＡスクールの実施状況やコロナ禍においての

諸事業、諸行事の実施状況などについて話し合われました。５月

２１日、横手市校長会定例会が開催され参加しております。 

以上ご報告いたします。 

 

伊藤教育長  ただいまの報告につきまして、ご質問がありましたらお願いし

ます。 

 

（質 疑）なし 

 

伊藤教育長  ないようですので、４の議事に入ります。 

      日程第１ 議案第１６号 令和３年度横手市一般会計補正予算

（第４号） に関する意見の申出について を議題とします。説

明をお願いします。 

 

教育総務課長     ―資料に基づき説明― 
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伊藤教育長  ただいまの報告につきまして、ご質問がありましたらお願い

します。 

 

佐々木委員   修学旅行キャンセル料の補助についてですが、キャンセル料

の一部を保護者が負担するという場合はありますか。 

 

教育指導課長  キャンセル料は全額補助対象となっており、今回は保護者に

キャンセル料を負担してもらうということはありません。 

 

佐々木委員   関連した質問です。今回の修学旅行の直前の中止（延期）に

ついて判断というのは、どういったことでしょうか。 

 

伊藤教育長   （秋田市の警戒レベルが上がった）５月９日は、日曜日であ

りました。午後から県の記者会見があり、秋田市での感染が急

激に拡大しつつあり、知事より「県内であっても、大人数での

移動は控えるように」との発言がありました。 

ところが平鹿中学校は、翌日１０日の早朝に修学旅行へ出発、

さらに横手南中学校は１１日から修学旅行という日程となって

おりました。 

あらかじめ５月７日の金曜日に、横手南中学校へは、「秋田市

の訪問先において、雑踏な施設には行かないように」と指示を

し、旅行会社とも打合せをさせておりました。平鹿中学校にお

いては、秋田市内の訪問をキャンセルした場所もありました。

この時点では、「行かない」という選択肢は考えておりませんで

した。 

しかしながら、５月９日の記者会見での知事発言があり、翌

日出発の平鹿中学校をはじめ、横手市内の中学校については、

秋田市内への訪問が中心となっていたため、緊急の校長会の開

催をして判断することも考えました。しかし、最終的には、私

の判断で市長と副市長に相談し、了承を得て、今回の中止（延

期）を決定したところです。その日のうちに、平鹿中学校の保

護者には、メールで連絡しております。 

翌日の１０日、臨時の校長会を開催し、以降予定していた横

手南中学校や増田中学校、他３校の修学旅行、また６月開催の

小学校の修学旅行も延期をすることを決めたところです。 

出発日の１カ月を切ると、キャンセル料金が段階的に発生し

ていく訳ですが、このキャンセル料が発生してしまう部分につ
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いて積算し、結果、今回の補正額となっております。 

 

伊藤教育長   他に質問は、ございませんか。 

 

（質 疑）なし 

 

   ないようですので、本件をご承認いただけますでしょうか。 

 

―異議なし― 

 

伊藤教育長   ご異議ないようですので、本件を承認とさせていただきます。 

 

次に、日程第２ 議案第１７号 財産の取得に関する意見の

申出について を議題といたします。説明をお願いします。 

 

教育総務課長   ―資料に基づき説明― 

 

伊藤教育長  ただいまの報告につきまして、ご質問がありましたらお願いし

ます。 

 

二階堂委員   「大型提示装置」とは、具体的にどういう装置なのか。また

５６台という購入数だが、各学校に均等に、不平等なく行き渡

る購入数なのかをお聞きしたいです。 

 

教育総務課長  本日の教育委員会の会場にも、丁度、同様の大型提示装置が

ありますので、こちらをご覧ください。こちらは学校に配置さ

れるものと同じ、７２型の提示装置となっています。 

令和２年度に一人一台の端末の整備が進められた訳ですが、

児童生徒のそれぞれの端末の画面を、この様な大型提示装置に

映し出し、考えを共有したり、比較したりしながら授業を進め

ることができるなど、学習の場面で様々な成果を上げることが

期待されています。 

        整備の台数についてですが、この大型提示装置の整備は、令

和元年度から始まっております。その令和元年度は、市内小学

校に５２台、翌令和２年度には中学校６校にそれぞれ整備、令

和３年度は小学校１４校にさらに４台ずつ（各学校４学年に１

台ずつ）配備する予定となっています。なお、大型提示装置の

整備は、今年度で終了の予定となっています。 
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伊藤教育長   他に質問は、ございませんか。 

 

（質 疑）なし 

 

   ないようですので、本件をご承認いただけますでしょうか。 

 

―異議なし― 

 

伊藤教育長   ご異議ないようですので、本件を承認とさせていただきます。 

 

次に、日程第３ 承認第５号 横手市スポーツ推進審議会委

員の委嘱について を議題といたします。説明をお願いします。 

 

スポーツ振興課長   ―資料に基づき説明― 

 

伊藤教育長  ただいまの報告につきまして、ご質問がありましたらお願いし

ます。 

 

        ―なし― 

 

伊藤教育長   ないようですので、日程第３ 承認第５号 横手市スポーツ

推進審議会委員の委嘱について ご承認いただけますでしょう

か。 

 

―異議なし― 

 

伊藤教育長   ご異議ないようですので、本件を承認とさせていただきます。 

 

次に、日程第４ 承認第６号 横手市スポーツ奨励員の委嘱

について を議題といたします。説明をお願いします。 

 

スポーツ振興課長   ―資料に基づき説明― 

 

伊藤教育長  ただいまの報告につきまして、ご質問がありましたらお願いし

ます。 

 

        ―なし― 
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伊藤教育長   ないようですので、日程第４ 承認第６号 横手市スポーツ

奨励員の委嘱について ご承認いただけますでしょうか。 

 

―異議なし― 

 

伊藤教育長   ご異議ないようですので、本件を承認とさせていただきます。 

 

次に、日程第５ 承認第７号 横手市学校評議員の委嘱につ

いて を議題といたします。説明をお願いします。 

 

教育指導課長  ―資料に基づき説明― 

 

伊藤教育長  ただいまの報告につきまして、ご質問がありましたらお願いし

ます。 

 

加賀谷委員   栄小学校の学校評議員１名について、事前資料の差し替えが

あり名簿から削除となりましたが、何か本人から辞退等があっ

たのでしょうか。また、十文字中学校は学校評議員が「全員新

任」という理解でよろしいでしょうか。これは何か、統合した

小学校と関連がありますでしょうか。 

 

教育総務課長  はじめに「学校評議員」に関しましては、市の「非常勤職員」

という扱いとなります。栄小学校の学校評議員１名につきまし

ては、委員就任には、職場からの「許可」が必要とのことでし

た。このため、現在手続き中であり、後日会社からの承認を受

けた後に学校評議員に委嘱しようとするものです。（予定では７

月１日付）整い次第、今後の教育委員会に追加でお諮りいたし

ます。 

 

伊藤教育長   十文字小学校、十文字中学校、また増田小学校、増田中学校

の４校に関しては、コミュニティースクールのモデル校１年目

の学校となります。 

このコミュニティースクールを推進していくためには、「学校

運営協議会」という組織を作らなければなりません。今年、こ

の４校では、「学校評議員」と「学校運営協議会委員」が同時に

存在します。私どもとしては、一体的に扱いたいと考えていま

す。（他の学校は、今年度は「学校評議員」だけです） 
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特に十文字小学校と中学校については、「学校運営協議会」を

意識した人選を新たに行ったために、学校評議員が全て１年目

の方々が選ばれたということでご理解をいただきたいと思いま

す。 

全体的に名簿を見ていただきますと、規模の大きい学校なの

に学校評議員人数が少なかったり、長い年数をしていただいて

いる方がいたりするなど、全体的にバラつきがあります。令和

４年度には、全ての学校で「学校運営協議会」が立ち上がりま

すので、そのことで学校評議員も足りなくなることが予想され

ます。それらも視野に入れ、今年一年かけて、各学校と生涯学

習課とで、学校運営協議会委員の選定をすることとしておりま

す。 

なお、場合によっては、長い年数の方にはご引退を願う場合

もありますでしょうし、新たに学校運営協議会の委員として、

地域の公民館活動と、橋渡しをしてくれるにふさわしい方を選

ぶ必要もありますので、おそらく来年は、大きく刷新された委

員の方々になる可能性があるということをご承知おきいただき

たいと思います。 

 

今仲委員    「学校運営協議会」について、来年はまた違う学校がモデル

校となるのでしょうか。 

 

伊藤教育長   モデル校は今年度のみであり、令和４年度は、全ての市内の

小中学校で「学校運営協議会」が立ち上がり、コミュニティー

スクールが本格的にスタートすることになります。 

 

二階堂委員   現在、横手北中学校の学校評議員が、学校の規模の割に少な

い（現３人）ですが、今の説明で行くと、来年度はおのずと増

える形でしょうか。 

 

伊藤教育長   はい、増えなければやれないです。今年は無理して増やさな

いことで承認しました。 

 

伊藤教育長   他に質問は、ございませんか。 

 

（質 疑）なし 

 

   ないようですので、本件をご承認いただけますでしょうか。 
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―異議なし― 

 

伊藤教育長   ご異議ないようですので、本件を承認とさせていただきます。 

 

次に、日程第６ 承認第８号 横手市学校給食センター運営

委員会員の委嘱について を議題といたします。説明をお願い

します。 

 

学校給食課長  ―資料に基づき説明― 

 

伊藤教育長  ただいまの報告につきまして、ご質問がありましたらお願いし

ます。 

 

（質 疑）なし 

 

   ないようですので、本件をご承認いただけますでしょうか。 

 

―異議なし― 

 

伊藤教育長   ご異議ないようですので、本件を承認とさせていただきます。 

 

次に、日程第７ 承認第９号 令和３年度横手市一般会計補

正予算（第２号）に関する意見の申出について を議題といた

します。説明をお願いします。 

 

 

教育総務課長  ―資料に基づき説明― 

 

伊藤教育長  ただいまの報告につきまして、ご質問がありましたらお願いし

ます。 

 

佐々木委員   大雪被害の修繕経費ですが、市の持ち出しのみのように見受

けられますが、他の補助金や保険金が見込まれるものなのでし

ょうか。 

 

教育総務課長  今回様々な施設において雪害が発生しております。建物に関

しては、建物共済の対象となるものがあり、現在査定中です。
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財源が確定すれば、補正したいと考えています。 

 

伊藤教育長   他に質問は、ございませんか。 

 

（質 疑）なし 

 

   ないようですので、本件をご承認いただけますでしょうか。 

 

―異議なし― 

 

伊藤教育長   ご異議ないようですので、本件を承認とさせていただきます。 

 

        それでは、５．その他に移ります。（１）各課等事業報告をお

願いします。 

 

各課長等    ―資料に基づき説明― 

 

伊藤教育長   各課よりご報告をいただきました。 

 

伊藤教育長   ほかに何かありませんか。ないようですので、（２）その他に

移ります。説明はありますでしょうか。 

 

教育指導課長  新型コロナウイルスにかかる学校活動の変更についてご説明

いたします。 

はじめに、市内中学校の修学旅行と、６月に出発を予定して

おりました市内小学校の修学旅行の延期につきましては、先ほ

どの議案（第１６号）の中でも話題となりご説明させていただ

いたところです。 

部活動についてですが、５月９日の県の新型コロナウイルス

対策本部会議において、警戒レベルが「３」から「４」に引き

上げられております。また県教育庁保健体育課からは、５月７

日付で、「県立学校における部活動の実施に関する留意事項につ

いて」という通知が出されております。その通知の中では、県

外の大会等の参加は控えること、県内校同士の合同練習、交流、

さらには宿泊を伴う活動については、当面の間、実施しないこ

ととされております。この方針を受けまして、市内の小中学校、

スポーツ少年団の活動についても、同じような取り扱いとして

おります。 
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次に、小学校の運動会の実施状況についてです。１４小学校

のうち、１２小学校が５月１５日（土）、１６日（日）に運動会

を予定しておりました。県内の感染拡大の状況を踏まえ、子供

たちの安全を確保しつつ、感染予防に努めながら学校行事の狙

いを達成するため、保護者の参加をご遠慮いただき、実施日の

変更、時間の短縮、実施種目の精選などを行いました。保護者

の方々には大変残念な思いをさせてしまいましたが、各校で撮

った動画を後日、保護者の方々に披露する予定をしております

のでお知らせいたします。 

 

伊藤教育長   ほかに何かありませんか。 

ないようです。それでは、これで５月の定例教育委員会を終

了します。お疲れさまでした。 

 


